和歌山県施設型給付費等に係る処遇改善等加算（区分３）に係る研修実施主体認定要領
（幼稚園・認定こども園）

第１　趣旨
この要領は、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算（区分３）に係る研修修了要件について」（令和７年９月16日付けこ成基202、７初幼教第４号通知）のⅠ．２（１）②幼稚園関係団体又は認定こども園関係団体のうち、都道府県が適当と認めた者及びⅠ．３（１)②認定こども園関係団体、幼稚園関係団体又は保育関係団体のうち、都道府県が適当と認めた者の認定について必要な事項を定めるものとする。

第２　研修実施主体の認定申請
　処遇改善等加算（区分３）に係る研修実施主体の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、処遇改善等加算（区分３）に係る研修の実施主体認定申請書（別記第１号様式）を作成し、知事あてに提出するものとする。

第３　研修実施主体の認定基準
　研修実施主体の認定基準については、次に掲げる要件を満たす場合とする。
　①　これまで保育教諭・幼稚園教諭・保育士に対し研修を実施してきた実績を有すること。
　②　実施する研修が体系的に整理されているとともに、個々の研修の目的及び内容が明確となっていること。
　③　研修修了の証明及び研修受講歴の情報管理を行う能力を有すること。

第４　研修実施主体の認定
（１）　知事は、申請のあった研修実施主体が、第３に掲げる基準に該当するかどうかを審査し、認定を行うことが適当であると認めたときはその認定を行うものとする。
（２）　知事は、研修実施主体を認定したときは、処遇改善等加算（区分３）に係る研修の実施主体認定通知書（別記第２号様式）を当該申請者に交付するものとする。

第５　研修実施主体の変更
（１）　研修実施主体の認定を受けた者（以下「認定実施主体」という。）は、認定後に申請団体の名称、事務所所在地、代表者氏名を変更したときは、速やかに処遇改善等加算（区分３）に係る研修の実施主体変更届（別記第３号様式）を知事あてに提出するものとする。ただし、必要事項を確認できるものであれば様式にこだわらない。
（２）　認定実施主体は、認定後に前項を除く内容で申請内容に変更が生じるときは、事前に処遇改善等加算（区分３）に係る研修の実施主体変更認定申請書（別記第４号様式）を提出し、知事の認定を受けるものとする。
（３）　研修実施主体の変更の認定は、第２、第３及び第４の規定に準じるものとする。

第６　認定解除及び認定辞退の承認
（１）　知事は、認定実施主体が申請内容に従って、研修、研修修了の証明及び研修受講歴の情報管理（以下「研修等」という。）を行っていないなど認定実施主体としてふさわしくないと認められるときは、その認定を解除するものとする。
（２）　知事は、認定実施主体が自己の都合により研修等を遂行できなくなったときは、処遇改善等加算（区分３）に係る研修の実施主体認定辞退申出書（別記第５号様式）の受理をもって解除するものとする。

第７　実施状況報告
知事は、認定実施主体に対し、必要に応じて研修等の実施状況について報告を求めるものとする。

第８　その他
　この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については別に定めるものとする。

附 則
この要領は、令和３年３月１７日から施行する。
附 則
この要領は、令和８年４月２０日から施行する。
